
料金部門

出向・再雇用社員

約 ２500人

料金審査

拠点 北海道

料金回収

拠点 東京、神奈川、宮城

電話受付

拠点 新潟、宮城

ＰＲＩＭＥ関連業務

拠点 北海道

現地密着型業務

料金審査・料金回収

Ｂフレッツ販売力・

開通力強化

営業、販売パートナー、１１６

ＳＯＣ、都市開発 等

約 １500人

〈広域集約対象業務 依託先グループ会社〉

〈県域残置業務 総合会社〉
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Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
は
現
在
、

料
金
業
務
の
広
域
集
約
、

受
付
時
間
延
長
と
委
託
化

（
Ｏ
Ｓ
化
）
の
提
案
を
し

て
い
ま
す
。

会
社
提
案
は
①
「
２
０

１
０
年
光
サ
ー
ビ
ス
３
０

０
０
万
」
達
成
に
向
け
販

売
力
・
開
通
力
の
強
化
す

る
。
②
東
日
本
を
広
域
集

約
し
（
受
付
は
新
潟
、
回

収
は
宮
城
、
神
奈
川
、
東

京
、
審
査
は
北
海
道
等
）

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
実

施
す
る
。
③
料
金
問
い
合

わ
せ
受
付
業
務
の
時
間
延

長
と
土
・
休
日
営
業
す
る
。

④
実
施
時
期
は
19
年
度
第

３
四
半
期
を
目
途
に
実
施

す
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
狙
い
は
更
な

る
コ
ス
ト
削
減
で
す
。
Ｎ

Ｔ
Ｔ
の
提
案
は
、
ひ
か
り

サ
ー
ビ
ス
販
売
強
化
の
た

め
料
金
業
務
を
広
域
集
約
、

販
売
部
門
へ
の
人
員
シ
フ

ト
と
し
て
い
ま
す
が
、
今

ま
で
料
金
の
仕
事
を
し
て

き
た
販
売
ス
キ
ル
の
な
い

社
員
が
、
販
売
強
化
の
即

戦
力
に
な
る
の
か
疑
問
で

す
。料

金
業

務
を
集
約

Ｏ
Ｓ
化
し
、

更
な
る
コ

ス
ト
の
削

減
、
配
転

で
社
員
を

ふ
る
い
に

か
け
辞
め

さ
せ
る
こ

と
が
真
の

狙
い
で
す
。

私
た
ち
は
「
50
歳
退
職
・

再
雇
用
」
選
択
の
と
き
、

今
の
仕
事
が
続
け
ら
れ
る

か
ら
、
賃
金
の
最
大
30
％

削
減
に
応
じ
、
Ｏ
Ｓ
会
社

を
選
択
し
ま
し
た
。
今
回

の
提
案
は
そ
の
約
束
違
反

と
言
え
ま
す
。

職
場
の
仲

間
は
「
仕
事

が
変
わ
る
こ

と
が
分
か
っ

て
い
れ
ば
、

退
職
・
再
雇

用
を
選
ば
な

か
っ
た
」

「
な
ぜ
集
約

す
る
の
か
、

こ
れ
ま
で
５

回
も
配
転
さ

せ
ら
れ
た
」

Ｎ
関
労
千

葉
支
部
は
、

今
回
の
提
案

に
対
し
団
体

交
渉
の
中
で
、

会
社
側
を
追

求
し
質
問
し
ま
し
た
。

①
他
労
組
に
説
明
し
て
い

る
の
に
、
Ｎ
関
労
に
説
明

し
な
い
の
は
労
組
間
差
別

で
は
な
い
か
。

②
「
退
職
・
再
雇
用
」
時

の
現
地
、
現
職
の
約
束
違

反
で
あ
る
。

③
広
域
集
約
は
首
切
り
提

案
で
あ
る
。

今
回
の
会
社
提
案
は
、

賃
金
カ
ッ
ト
さ
れ
な
が
ら

も
真
面
目
に
働
い
て
き
た

社
員
へ
の
首
切
り
合
理
化

提
案
で
す
。
Ｎ
関
労
は
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
に
対
し
、

本
人
の
希
望
優
先
、
50
歳

「
退
職
・
再
雇
用
」
時
の

現
地
・
現
職
の
保
障
等
を

要
求
し
、
み
な
さ
ん
と
一

緒
に
闘
っ
て
い
き
ま
す
。

■パワハラ・セクハラ・・・一緒に考え、闘います。派遣、パートのみなさんもお気軽にお電話ください。 ℡03-6806-0255

２
０
０
７
年
の
年

頭
に
あ
た
り
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
及
び
関
連
に
働
く

全
て
の
み
な
さ
ん
に

御
挨
拶
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

私
は
昨
年
ほ
ど

「
労
働
組
合
の
必
要

性
」
を
感
じ
た
年
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
や

ら
せ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

で
18
億
円
の
税
金
が

使
わ
れ
、
「
談
合
」

「
政
務
調
査
費
の
不

正
使
用
」
も
後
を
た

ち
ま
せ
ん
。
こ
れ
が

自
由
と
民
主
主
義
の

正
体
で
す
。
感
覚
が

麻
痺
し
て
い
る
の
で

す
。
企
業
も
似
て
い

ま
せ
ん
か
？
労
働
者

は
一
人
で
な
く
「
１
」

に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。
「
病
弱
の
妻
を

か
か
え
て
近
く
に
転

勤
を
」
と
訴
え
ま
し

た
。
「
い
ち
い
ち
聞

い
て
い
た
ら
会
社
が

廻
ら
な
い
」
と
い
う

の
で
す
。

経
団
連
は
07
春
闘

に
む
け
て
の
報
告
を

発
表
し
ま
し
た
。

「
賃
上
げ
は
国
際
競

争
力
の
あ
る
企
業
に

限
る
し
、
し
か
も
還

元
は
一
時
金
で
」
と

い
う
も
の
で
す
。
企

業
を
支
え
て
い
る
の

は
労
働
者
で
す
。
労

働
が
な
く
な
っ
た
ら

生
産
は
成
り
立
ち
ま

せ
ん
。

ま
し
て
、
今
年
は

所
得
税
・
地
方
税
の

定
率
減
税
の
廃
止
や

国
民
年
金
保
険
料
の

引
き
上
げ
、
住
宅
ロ
ー

ン
減
税
の
縮
小
な
ど

増
税
が
目
白
押
し
で

す
。
こ
の
ま
ま
で
は

支
配
層
の
腐
敗
と
並

行
し
て
殺
人
や
自
殺

は
増
え
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。

こ
れ
を
止
め
さ
せ

る
に
は
「
現
場
の
労

働
者
に
根
ざ
し
た
労

働
組
合
」
を
大
き
く

し
て
い
く
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

本
年
は
参
議
院
選

挙
の
年
で
も
あ
り
ま

す
。
憲
法
９
条
を
捨

て
侵
略
戦
争
を
自
由

化
す
る
政
府
に
ス
ト
ッ

プ
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

２
０
０
７
年
１
月

新春の
ごあいさつ

東日本ＮＴＴ関連合同労働組合

執行委員長 江尻 昭正

広
域
集
約
は
約
束
違
反

料金業務



Ｎ
Ｔ
Ｔ
企
業
年
金
改

悪
に
反
対
す
る
会
（
代

表

木
島
正
道
）
は
昨

年
12
月
11
、
25
日
の
両

日
、
東
京
地
裁
に
Ｎ
Ｔ

Ｔ
企
業
年
金
減
額
反
対

で
、
83
名
が
「
訴
訟
参

加
」
の
申
し
立
て
を
し

ま
し
た
。

こ
の
訴
訟
参
加
が
認

め
ら
れ
る
と
厚
労
省
と

同
等
の
地
位
が
与
え
ら

れ
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
や
厚
労
省

に
対
し
て
同
じ
土
俵
の

上
で
、
私
た
ち
の
主
張

が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

こ
の
裁
判
は
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
が
企
業
年
金
受
給
額

減
額
の
理
由
が
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
裁

判
所
内
の
闘
い
だ
け
で

な
く
、
職
場
や
地
域
も

含
め
て
、
企
業
の
利
益

の
た
め
に
労
働
者
の
権

利
が
勝
手
に
切
り
下
げ

ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
な

い
闘
い
で
す
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
各

社
は
、
２
０
０
２
年
５

月
に
、
50
才
以
上
の
Ｎ

Ｔ
Ｔ
東
西
の
社
員
を
退

職
さ
せ
、
地
域
子
会
社

に
「
基
本
賃
金
15
％
か

ら
30
％
削
減
さ
せ
再
雇

用
」
さ
せ
た
。
同
時
に
、

51
才
以
下
の
社
員
を
大

量
に
在
籍
出
向
さ
せ
た
。

こ
れ
が
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
11
万

人
リ
ス
ト
ラ
で
す
。

こ
の
リ
ス
ト
ラ
を
実

施
し
た
後
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ

ル
ー
プ
会
社
は
、
有
価

証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば

連
結
決
算
で
右
表
の
よ

う
な
経
常
利
益
（
税
引

前
純
利
益
）
を
上
げ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
年
金
資
産
の

運
用
益
は
平
成
１
７
年

度
末
１
９
２
９
億
円

（
運
用
利
回
り
約
１
７
，

５
％
）
に
も
ぼ
り
、
年

金
資
産
額
も
約
１
兆
３

２
２
３
億
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の

利
益
を
得
て
い
る
会
社

が
、
年
金
額
が
確
定
し

て
い
る
受
給
者
ら
の
年

金
を
減
額
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
の
条
件
は

満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
、
申
請
す
る
前
か

ら
明
ら
か
で
す
。

雇
用
さ
れ
て
い
る
間

は
、
職
場
で
権
利
を
抑

圧
さ
れ
、
雇
用
か
ら
解

放
さ
れ
て
年
金
受
給
の

段
階
に
な
っ
て
も
、
な

お
そ
の
受
給
を
切
り
下

げ
ら
れ
て
黙
っ
て
い
ら

れ
ま
せ
ん
。

反
対
す
る
会
で
は
こ

の
訴
訟
の
闘
い
を
契
機

に
受
給
者
、
受
給
権
者

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
り
、
情
報
交
流
し
、

職
場
か
ら
年
金
減
額
を

許
さ
ず
、
生
活
と
権
利

を
守
る
闘
い
も
追
及
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。
第
３
回
公
判
は
１

月
25
日
に
開
か
れ
ま
す
。

昨
年
１
０
月
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
ー
М
Ｅ
東
京
事
業
所

内
で
は
、
交
換
、
伝
送
、

無
線
の
組
織
の
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
作
業
エ
リ
ア

を
５
つ
か
ら
１
つ
に
統

合
し
た
た
め
移
動
時
間

が
多
く
か
か
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

開
通
業
務
で
は
こ
れ

ま
で
ど
お
り
５
つ
の
エ

リ
ア
拠
点
ビ
ル
に
直
出

直
帰
を
し
て
作
業
を
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

通
勤
費
と
は
別
に
毎
日

の
よ
う
に
自
宅
か
ら
の

交
通
費
が
支
払
わ
れ
る

と
い
う
ネ
ジ
レ
が
生
じ

て
い
ま
す
。
開
通
オ
ー

ダ
ー
の
設
計
も
一
箇
所

に
集
約
し
た
た
め
、
こ

れ
ま
で
よ
り
早
め
に
仕

事
を
終
わ
り
に
し
て
、

設
計
拠
点
に
完
了
オ
ー

ダ
ー
を
届
け
、
翌
日
の

開
通
オ
ー
ダ
ー
を
持
ち

帰
る
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

作
業
の
流
れ
は
、
情
報

流
出
の
可
能
性
を
増
や

し
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
施
策
に
逆
行
す
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
開
通
業
務
、

保
全
業
務
の
一
体
的
作

業
体
制
か
ら
、
保
全
と

開
通
の
業
務
を
四
つ
に

細
分
化
し
た
た
め
人
員

の
融
通
性
が
な
く
な
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、

新
技
術
に
つ
い
て
い
き

な
り
故
障
修
理
を
行
う

こ
と
の
不
安
や
、
一
〜

二
年
で
拠
点
ビ
ル
の
変

更
が
あ
る
な
ど
の
う
わ

さ
話
し
も
あ
が
っ
て
い

ま
す
。

城
繁
幸
著
「
内
側
か

ら
見
た
富
士
通
―
成
果

主
義
の
崩
壊
」
で
は
、

組
織
変
更
の
多
さ
は
成

果
主
義
の
弊
害
と
し
て

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
ま
す
。
「
組
織
変
更

の
多
さ
は
異
常
だ
。
そ

の
理
由
は
、
『
組
織
体

制
の
見
直
し
』
と
い
う

個
人
目
標
を
掲
げ
る
管

理
者
が
各
事
業
部
や
本

部
に
た
む
ろ
し
て
い
る

か
ら
だ
。
そ
の
な
か
に

は
、
名
称
を
数
文
字
つ

け
た
す
だ
け
と
い
う
全

く
意
味
の
な
い
も
の
も

あ
っ
た
。
年
俸
１
２
０

０
万
円
の
発
案
者
に
と
っ

て
は
壮
大
な
目
標
だ
っ

た
わ
け
だ
」
と
。
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給
付
減
額
を
許
さ
な
い

83
名
が
訴
訟
に
参
加
へ

Ｈｓ組合員から
ＮＴＴ東日本社長、神奈川支店長への年賀状

妻が脊髄小脳変性症になり、障害者に

なりました。子育てと介護に時間が要る

ため、通勤時間の短縮になる勤務地（東

京支店の品川ビル）へ転勤できるよう手

配願います。

経過：２００３年４月の雇用選択時

(５０歳)に東京・蒲田営業所から川崎支店法人営業部

に配転させられました。２００５年７月の構造改革ス

テップⅡに伴う配転では、通勤時間が短縮するどころ

か逆に１５分延長となる横浜へ配転されてしまいまし

た。それから１年半が経ちました。

この間、妻の症状もだんだん悪くなり、子育てと介

護に時間が要るため、通勤時間の短縮になる勤務地

（東京支店の品川ビル）へ転勤できるよう手配願いま

す。

新年の挨拶としてお願い事項を書きました。

早急な対応をお願いします。

■Ｎ関労に加入し、生活と権利を守ろう！ あなたの加入をお待ちしています。 ℡03-6806-0255

申立後、裁判所前で

企業年金

成
果
主
義

の
弊
害


